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競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示

沖 縄 総 合 事 務 局 開 発 建 設 部 が 発 注 す る 首 里 城 正

殿 復 元 整 備 工 事 は 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 及 び

単 体 有 資 格 業 者 等 に よ る 一 般 競 争 に よ り 行 う こ と

と し た の で 当 該 共 同 企 業 体 の 資 格 審 査 申 請 の 受 付

の 期 間 及 び 方 法 等 を 次 の と お り 公 示 し ま す 。

令 和 ４ 年 ４ 月 2 5 日

沖 縄 総 合 事 務 局 開 発 建 設 部 長 坂 井 功

◎ 調 達 機 関 番 号 0 0 7 ◎ 所 在 地 番 号 4 7

１ ． 工 事 名 首 里 城 正 殿 復 元 整 備 工 事

２ ． 工 事 場 所 沖 縄 県 那 覇 市 首 里 当 蔵 町 ３ － １

（ 国 営 沖 縄 記 念 公 園 首 里 城 地 区 ）

３ ． 工 事 内 容 本 工 事 は 、 首 里 城 正 殿 の 復 元 工 事

等 を 施 工 す る も の で あ る 。

１ ) 構 造 ・ 階 数 ・ 建 物 規 模 ・ 工 事 概 要

① 正 殿 木 造 ３ 階 建 延 べ 面 積 1 , 1 9

9 . 2 4 ㎡ 新 築 １ 棟

② 西 之 廊 下 木 造 平 屋 建 延 べ 面 積

3 6 . 3 8 ㎡ 新 築 １ 棟
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③ 南 之 廊 下 木 造 平 屋 建 延 べ 面 積

3 4 . 4 2 ㎡ 新 築 １ 棟

④ 仮 設 階 段 棟 鉄 骨 造 ２ 階 建 延 べ 面

積 9 2 . 1 8 ㎡ 新 築 １ 棟

⑤ 素 屋 根 鉄 骨 造 ３ 階 建 延 べ 面 積

3 , 3 9 7 . 6 2 ㎡ 増 築 １ 棟

⑥ 工 作 物 消 火 ・ 防 火 水 槽 な ど 新 設 一

式

基 壇 廻 り 石 階 段 な ど 改 修 一

式

⑦ 電 気 設 備 新 設 一 式 、 改 設 一 式

⑧ 機 械 設 備 新 設 一 式 、 改 設 一 式

⑨ エ レ ベ ー タ 設 備 新 設 一 式

⑩ 木 材 倉 庫 ・ 原 寸 場 及 び 素 屋 根 鉄 骨 造

３ 階 建 延 べ 面 積 5 , 5 6 0 . 9 5 ㎡ と り

こ わ し 一 式

４ ． 工 事 区 分 建 築 工 事

５ ． 資 格 審 査 申 請 書 の 受 付 期 間 及 び 受 付 場 所

( １ ) 受 付 期 間

令 和 ４ 年 ４ 月 2 6 日 か ら 令 和 ４ 年 ５ 月 2 0 日 ま
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で 。

土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 、 毎 日 ９ 時

0 0 分 か ら 1 7 時 1 5 分 ま で 。

( ２ ) 受 付 場 所

〒 9 0 0 - 0 0 0 6

沖 縄 県 那 覇 市 お も ろ ま ち ２ 丁 目 １ 番 １ 号

沖 縄 総 合 事 務 局 開 発 建 設 部 管 理 課 契

約 管 理 係

Ｔ Ｅ Ｌ 0 9 8 - 8 6 6 - 0 0 3 1 ( 内 線 2 5 4 1 )

６ ． 共 同 企 業 体 の 構 成 員 の 数 、 資 格 要 件 等

( １ ) 構 成 員 の 数

最 大 ３ 社 と す る 。

( ２ ) 構 成 員 の 組 合 せ

当 局 に よ る 一 般 競 争 参 加 資 格 の う ち 「 建 築

工 事 」 に 係 る 競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 の 組 合

せ と す る 。

( ３ ) 構 成 員 の 資 格 要 件

全 て の 構 成 員 が 、 本 工 事 に 係 る 入 札 公 告 に

定 め ら れ た 「 競 争 参 加 資 格 」 に 掲 げ る 条 件 を

満 た す 者 と す る 。
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( ４ ) 出 資 比 率

す べ て の 構 成 員 が 、 均 等 割 の 1 0 分 の ６ 以 上

の 出 資 比 率 で あ る も の と す る 。

( ５ ) 代 表 者 の 要 件

代 表 者 は 、 よ り 大 き な 施 工 能 力 を 有 し 、 か

つ 、 出 資 比 率 が 構 成 員 中 最 大 で あ る も の と す

る 。

( ６ ) 有 効 期 間

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 有 効 期 間 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 者 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定

め る 期 間 と す る 。

① 発 注 工 事 の 契 約 の 相 手 方 と な っ た 者

競 争 参 加 資 格 が 有 る と 認 定 さ れ た 時 か ら 工

事 の 請 負 代 金 の 完 成 払 を し た 時 ま で 。

② 発 注 工 事 の 契 約 の 相 手 方 と な ら な か っ た

者

競 争 参 加 資 格 が 有 る と 認 定 さ れ た 時 か ら

契 約 の 相 手 方 が 確 定 し た 時 ま で 。

７ ． 資 格 審 査 申 請 書 類

( １ ) 一 般 競 争 ( 指 名 競 争 ) 参 加 資 格 審 査 申 請 書
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( ２ ) 共 同 企 業 体 等 調 書

( ３ ) 経 審 結 果 通 知 書 の 写 し

※ 令 和 ３ ・ ４ 年 度 の 競 争 参 加 資 格 審 査 の 申

請 に お い て 用 い た も の に 限 る 。

( ４ ) 共 同 企 業 体 協 定 書 の 写 し

８ ． 資 格 審 査 結 果 の 通 知

資 格 審 査 の 結 果 は 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体

資 格 認 定 通 知 書 に よ り 通 知 す る 。

９ ． そ の 他

( １ ) 共 同 企 業 体 の 名 称 は 、 「 ○ ○ ○ ・ □ □ □ ( 会

社 名 等 ) 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 」 と す る 。

( ２ ) 共 同 企 業 体 の 資 格 審 査 申 請 を す る 者 は 、 併

せ て 支 出 負 担 行 為 担 当 官 沖 縄 総 合 事 務 局 開 発

建 設 部 長 坂 井 功 が 公 告 す る 入 札 参 加 資 格 の

認 定 を 受 け る こ と 。

( ３ ) 申 請 手 続 に つ い て 不 明 な 点 が あ れ ば 、 次 に

照 会 す る こ と 。

上 記 ５ ． ( ２ ) に 同 じ 。


